
第１回笠松町議会定例会議決結果 
（3月5日開会　3月19日閉会） 

第３号　笠松町多目的運動場条例 
笠松町江川堤外にある既存の多目的運動
場（天然芝）の全面補修と人工芝の多目的運
動場の新規整備に伴い、新たに料金設定を行
うほか、より効率的な管理運営を行うため、指
定管理者制度を導入することに伴う条例の制
定（１１ページ参照） 
第４号　笠松中学校新屋内運動場建設基金条例

を廃止する条例 
笠松中学校新屋内運動場建設に関して、
基金を全額取り崩し財源に充てること、また、
今後寄附があった場合には直接事業充当す
ることに伴う条例の廃止 
第５号　笠松町職員等の旅費に関する条例の

一部を改正する条例 
地方自治法の一部改正により、議会の本会
議においても公聴会を開き、利害関係を有す
る者や学識経験者などから意見を聴くことが
できるとされたこと、また、参考人の出頭を求め
意見を聴くことができるとされたため、本会議の
証人に対しても、実費弁償として旅費を支給
することなどに伴う所要の規定整備 
第６号　笠松町税条例の一部を改正する条例 

地方税法の一部改正に伴い、行政手続条
例の適用除外とされていた町税の不利益処
分に対する理由の提示に関して、同条例に基
づき理由を提示しなければならないこととす
る所要の規定整備 
第７号　羽島市・羽島郡2町障害者自立支援

認定審査会共同設置規約の変更に関
する協議 

規約内で引用している法律名称「障害者自
立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律」に改正さ
れたことに伴う所要の規定整備 
第８号　平成２４年度笠松町一般会計補正予算 

　補正額 ▲８９,７８９,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ７,６８１,３８６,０００円 

［主な補正内容］ 
・庁舎の大規模改修工事実施に関する設計
費用の増額 
・ボランティア団体「なごみの会」からの指定
寄附を松枝みなみ会館の設備整備費用に
財源充当 
・かさまつ応援寄附金の増に伴う基金積立
金の増額 

・障がい児保育補助対象児童の増に伴う助
成費用の増額 
・特定不妊治療の対象者増に伴う助成費用
の増額 
・緑町墓地、北及霊苑の公募実施による使用
料収入の増に伴う基金積立金の増額 
・レジ袋有料化還元基金寄附に伴う基金積
立金の増額 
・その他、事業完了に伴う契約差金など不用
額の減額 

第９号　平成２４年度笠松町国民健康保険特別
会計補正予算 

　補正額 ７４,６１３,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ２,６７３,２０５,０００円 

［主な補正内容］ 
・療養給付費、高額療養費の増に伴う給付
費用の増額 
・保険財政共同安定化事業拠出金の減額
決定に伴う拠出費用の減額 
・その他、事業精算に伴う不用額の減額 
第１０号　平成２４年度笠松町後期高齢者医療特別

会計補正予算 
　補正額 ▲１０,８６２,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ２００,２７３,０００円 

［主な補正内容］ 
・後期高齢者医療広域連合納付金の減額
見込みに伴う費用の減額 
・保健事業（ぎふ・すこやか健診）の受診者
減少に伴う健診費用の減額 

第１１号　平成２４年度笠松町介護保険特別会計
補正予算 

　補正額 ３８,３３４,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 １,５４１,４１７,０００円 

［主な補正内容］ 
・居宅介護サービス費などの増額見込みに
伴う給付費用の増額 
・その他、事業精算に伴う不用額の減額 
第１２号　平成２４年度笠松町下水道事業特別会計

補正予算 
　補正額 ▲８０,５６９,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ８７３,７８０,０００円 

［主な補正内容］ 
・排水量の減少による木曽川右岸流域下水
道維持管理負担金の減額 
・国庫補助事業の縮減などに伴う公共下水
道工事請負費の減額 
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